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産学官連携推進部会議に諮る兼業 左記以外の兼業

・技術・研究指導

・テレビコメンテーター

・営利企業が開設する
教室の講師

・各法人の非常勤の職
（ＮＰＯを除く）

・教育に関する兼業
大学の非常勤講師

・技術移転兼業

・研究成果活用兼業

・監査役兼業

・アドバイザー

・治験調整医師

・医学専門家

・ＮＰＯ法人の役員等

・営利企業付設の教育
施設の非常勤講師や
診療所等の非常勤医師

・営利企業において法令
により学識経験者の意見
や助言を求められるとき

大学の非常勤講師
各種学校の非常勤講師

・教育委員会の委員会委員

・地方公共団体の審議会委員等

・国等の行政機関の委員会委員

・医療法人等の非常勤医師

必要な場合は利益相反
コーディネーターへ相談

人事課

常三島職員係（常三島）

蔵本職員係 （蔵 本 ）

（書類の提出先）

報告
利益相反について

産学官連携推進部会議

利益相反について
審査を依頼

学長の決裁
（許可・不許可）

許可の場合：申請者及び
兼業先へ許可書発行

役員会

報告


